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1.緒 言

人類 による生産 ・消費活動によって地球環境の処理能力を超 える廃棄物が排

出され,こ れによって環境は悪化の一途をたどっている。 このような地球環境

問題を解決 して人類が健康な生活を維持させるために,製 品の生産 ・消費過程

で発生する不要品を再利用することによって,廃 棄物を最小にして資源の有効

利用 を図る高度 なリサイクル社会の構築が必要 となってきた。これには,生 産

に関する従来の研究では天然資源や自然の廃棄物処理能力が無限であることを

前提にして きたが,大 量生産 ・大量消費の社会ではこの前提の限界が明らかに

なってきたこと,「廃棄物処理及び清掃に関する法律」(廃 掃法,1971年 制定)

や 「再生資源の利用の促進に関す る法律」(リ サイクル法,1991年 制定),「 特

定家庭用機器再商品化法」(家電 リサイクル法,2001年 施行予定)な どの法規制,

ISO14000シ リーズやJIS規 格 などの環境 に関する国際規格の制定などが必要

性の背景としてある。

高度な リサイクル社会を構築するために,製品の生産 ・流通分野の生産型(動

脈)産 業 と消費 ・廃棄物処理分野の還元型(静 脈)産 業を統合 したシステムを

「循環型産業システム」 として とらえ,こ れを実現するうえで探求すべ き研究

課題を明 らかにする必要がある。これを目的に平成8年 度および平成9年 度文

部省科学研究費補助金を受けた研究がなされている[1]。 本論文は,そ こで明

らかにされた研究課題の中で 「循環型産業システムの評価」 として取 り上げら

れた 「経済性」に関する経済的手法,と くにリサイクルを促進するための経済
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的手法について考察を行 う。これを行 うために,現 在実施 されているリサイク

ル ・システムを概括 し,問 題点を明らかにする。 これに基づいて循環型産業シ

ステムを実現するために,製 品のリサイクル ・システムを考察し,経 済的手法

としての 「課徴金一補償 システム」を取 り上げ検討する。

2.リ サイクルのための直接規制と経済的手法

リサイクルとは,製 品が廃棄された後その製品に使用されている素材や部品

を再使用(reuse),再 生(renewal),再 資源化(reresource)す ることである。

ここで再使用 とは素材や部品をそのまま新たな製品に用いることで,再 生とは

加工 し直 して用いること,再 資源化 とは原料に戻 して新たな素材ないし部品を

作ることである1)。これらを実現す るために廃棄された製品を回収 して分別 ・

分解する企業が還元系企業であり,こ れ らの企業からなる産業が還元型産業で

ある。生産系企業か らなる生産型産業とこの還元型産業を統合 したシステムが

本論文で対象 としている循環型産業 システムである。

生産系企業で製造された製品が,消 費者によって使用 され廃棄されたとき,

これを廃棄製品と呼ぶことにする。廃棄製品は,

1.還 元系企業に引 き取 られ再利用可能な部品を取 り出した後に埋め立てなど

環境へ投棄される。

2.自 治体が引 き取 り,環 境へ直接投棄するか,あ るいは還元系企業に引 き取

らせる。

3.消 費者が直接環境へ投棄する。

などによって処理 される。これらいずれの場合においても,生 産系企業は廃棄

製品の処理に関 して何 ら関与 していず,廃 棄費用を公共処理などの企業外部に

1)通 商 産業 省 環境 立 地 局 リサ イ クル推 進 課 ・機械 情 報 産業 局 自動 車課 が 発表 した
「使 用 済み 自動車 の リサ イ クル 目標 等 につ いて」 で は

,再 生 は再 使 用 に含 まれ る

と して お り,リ サ イクル を 「中古(再 使 用)」,「廃 品 の有効 利用(転 用)」,「再 資

源化 」,「エ ネル ギー 回収(サ ーマ ル ・リサ イ クル)」 に分類 してい る。
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依存 してお り,外 部不経済 としてとらえられる。 したがって,廃 棄製品の削減

や環境汚染,リ サイクルの促進に対する生産系企業のインセンティブは低い も

のになる。これ らのインセンティブを生産系企業に持たせるためには,廃 棄製

品の処理に関わる費用 を生産費用の一部 とする,す なわち外部不経済を内部化

させ,内 部化された費用の削減 を通 じて実現できるようにすることである。

外部不経済を内部化 させる効果的でかつ直接的な方法に直接規制がある。直

接規制は,廃 棄物の不法投棄や違法処理などによって生じる社会的費用を行政

が規制によって抑制する手段で,規 制の対象が局所的 ・短期的な場合 に適 して

いるが,他 方では経済学的には非効率的であるとされている[2]。 これに対 し

て経済的手法は廃棄物処理によって生 じる社会的費用を市場メカニズムによっ

て抑制 しようとする方法 で,対 象が広域 的 ・長期的な場合 に適 してお り,

OECDレ ポー ト[3]で は以下の手法をあげている。

1。 排出税:空 気,水,土 地,あ るいは騒音など環境に直接排出され汚染する

ものに対 して課せ られる税金。

2.製 品税(課 徴金〉:製 品税 は環境汚染を直接観測できない場合,排 出税に

替わ りうるもので,環 境に影響を与える製品の価格や,製 品に含まれる有害

な物質,使 用期間が短い製品に課税 される。課徴金は原材料,中 間製品,最

終製品に課せ られるもので,最 終製品に課せ られるとき消費税 と呼ばれるこ

ともある。

3.税 の差別化:こ れには消費税や売上税,付 加価値税など様々なバ リエーシ

ョンがあ り,環 境に影響を与える財やサービスへの課税は重 くなる。

4.利 用者課徴金:利 用者が受けるサービスに対 して支払われる税金で,廃 棄

物の公的処理の費用を賄 うために徴収 され,汚 染者負担の原則が適用 される。

5.税 の軽減:消 費者や企業の行動を奨励するために所得税体系の中に種々規

定されている。税 の軽減 として用いられる最 も共通 したものに原価償却の促

進がある。

経済的手法は直接規制の補助的な方法としてとらえられてきたが,導 入件数

は近年増加 しつつある。経済的手法が直接規制 より優れている点は,直 接規制
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に比べてより少ない情報量で効果的に実施でき,廃 棄物排 出抑制の継続的なイ

ンセンティブを与え,と くに課税手法の場合は税収が期待できる。さらには産

業界の利益に密着することが少なく公平性が保たれることである[4]。

3.リ サ イクル ・システム

3.1一 般廃棄物のリサイクル ・システム

3.1.1リ デンプション ・システム

リデンプション ・システム(redemptionsystem)は,預 託一払い戻 し制度

(depositrefundsystem)で 飲料容器な どの価格にある一定額の金額(デ ポ

ジット,deposit)を 上乗せ して販売 し,消 費者などが空容器を販売店な どの

特定の回収ポイン トに返却 したとき,デ ポジットの全額あるいはその一部など

の一定額を払い戻す(リ ファンド,refund)制 度である[5]。 図1に カルフォ

ルニア州で実施されているリデンプション ・システムを示す[6]。 この実施例

における,容 器とデポジットなどの金の動 きは次のようである。

1.容 器メーカーは処理業者か ら再生資源を購入 し,新 容器を製造 して飲料メ

ーカーに容器を販売する。その際,処 理業者の容器処理費用が容器メーカー

への売却額を上回る場合 には,環境保全局を通 じて処理費の一部を補填する。

2.飲 料メーカーは容器メーカーから新容器を購入 し飲料 を充填 して卸売業者

に販売する。飲料メーカーは環境保全局に容器の処理費を支払う。

3.卸 売業者 は飲料 を小 売業者 に販売 す ると ともに預託金(redemption

payment)を 環境保全局に支払う。

4.小 売業者は飲料を消費者に販売す る。

5.消 費者は消費 した飲料の空容器をリサイクル ・セ ンター(大 型スーパーマ

ーケ ットなど)に 持ち込み払戻金(refundvalue)を 受け取る。

6.リ サクル ・センターは消費者から空容器を受け取 り消費者に払戻金 を支払

い,空 容器 を処理業者に売却する。

7.処 理業者はリサクル ・セ ンターから空容器を購入 し,容 器メーカーに売却
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するとともに,リ サクル ・センターに払戻金と売却益の一部,お よび処理費

を支払 う。

8.環 境保全局は卸売業者か ら空容器の買い戻 し金に相当する預託金を受け取

り,ま た飲料メーカーか ら容器の処理費を受け取る。 これらの処理費と預託

金を処理業者に支払 うとともに,リ サイクル ・センターに取扱料を支払う。

9.払 い戻 し請求されない預託金は,こ の制度全体を管理する州政府の基金の

会計に繰 り込まれる。

この制度は,容 器が回収されずに捨て られたとき上乗せ された金額は払い戻

されないので,容 器を廃棄 した行為に対する課税 とみなす ことがで きる。 また

容器が回収されると,回 収 したのが誰であっても上乗せ した金額が払い戻 され

るので,容 器を返却するという行為に対 して補助金が支払われるとみなすこと

ができる。このような意味からリデンプション ・システムは課税一補助金 シス

テムと解釈することがで きる。

廃棄,

他用途使用

一

器

カ一

容

メ

飲 料

メーカ ー

一一レ :容器の流れ

図1リ デ ン プシ ョン ・シス テム(カ ル フ ォルニ ア州)[6]

3e1.2デ ュ ア ル ・シ ス テ ム

ドイ ツ の デ ュ ア ル ・シス テ ム は,1986年 に 制 定 さ れ た 「廃 棄 物 の 回 避 及 び管
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理に関する法律(廃 棄物回避法)」 の第14条2項 に基づいて施行 された 「包装

廃棄物 回避のための政令(包 装廃棄物回避令〉」による一般廃棄物 を対象にし

た強制 リサイクル ・システムである。この 「包装廃棄物回避令」の基本的内容

は次の ようである[7]。

1.製 造業者 ・流通業者に対 し,販 売した製品の包装材 ・容器類を消費者か ら

無料で回収 し,再 使用 ・再生利用することを義務づけている。

2.飲 料 ・洗剤 ・塗料の容器は,法 で定める預託金額に基づ くデポジット制度

を導入す ることを義務づけている。

3.1993年1月1日 までに,法で定めるリサイクル率を達成で きるリサイクル・

システムに参加する企業に対 しては上記の二つの義務を免除する。

この政令は,自 己回収 と再使用 ・再生利用の義務づけや法定リサイクル率達

成の義務づけ等の直接規制と,デ ポジッ ト制度の導入や法定預託金額の設定な

どの経済的手法を組み合わせたものである。このようにこの政令は,企 業に対

して製品に使用 した包装材や容器類を自己回収 し再利用 ・再生使用を義務づけ

ているのであるが,実 際には技術的にも費用の面からも実現が困難であること

から,多 くの企業は3番 目の 「義務免除jの 適用を受けるために連携 してリサ

イクル ・システムを構築するようになった。この意味か ら,こ の政令は 「強制

リサイクル ・システム」 と呼ばれることになった。 この 「義務免除」の適用を

受けるために構築 されたリサイクル ・システムの中でもっとも広範で代表的な

システムが 「デュアル ・システム(DualesSystem)」 である。このシステムは

包装材 ・容器類以外 の公共の処理システムと民間の包装材 ・容器類の リサイク

ル ・システムが公共のシステムとは独立に並列の活動することからこのように

名付けられた。デュアル ・システムを運営する ドイチェランド社2)が政令施行

以前の1990年9月28日 に95社 の出資により設立されている。このシステムは図

2)正 式 名 称 は 「廃 棄 物 発 生 抑 制 及 び 二 次 原 料 獲 得 の た め の グ リ ュ ー ネ ・プ ン ク ト,

デ ュ ア ル ・シ ス テ ム ・ ドイ チ ェ ラ ン ド有 限 会 社(DerGrUnePunkt.DualesSys-

temDetschlandGesellschaftfUrAbfallvermeidungundSekundarrohstoffge-

winnungmbH)」 で 通 常DSD社 と呼 ば れ て い る。
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2の ようであ り,そ の概要は次のようである[7]。

1.回 収の対象 となるものは 「緑の点」(グ リューネ ・プ ンク ト,DerGrUne

Punkt)が 印刷 された包装材 と容器である。

2.参 加企業は ドイチェランド社 と 「緑の点」の商標使用権の契約を結ばなけ

ればならない。このライセンス料は製品単価に上乗せされ最終的には消費者

が負担することになる。

3.ド イチェランド社は 「緑の点」のライセンス料を財源に回収 ・分別業務を

行 う。回収 した包装材は ドイチェランド社 と委託契約 している再生資源業者

により再生資源化 され販売 される。

4.包 装材は ドイチェランド社が消費者に無料で配布 した専用容器 「黄色のゴ

ミ容器」を回収することによって収集 される。

再生業者

包装廃棄物

( 回収業者 <
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廃棄

(包装材を除く)

図2デ ュアル ・シス テム(ド イツ)[8]

3.1.3エ コ ・アンバ ラージュ

ドイッにおける 「包装廃棄物回避令」 とデュアル ・システムの影響を受けて

フランスでは,1992年4月 に 「包装廃棄物政令」 を制定 した。フランスの場合

もドイツと同様 に製造業者や流通業者が民間のリサイクル ・システムであるエ

コ ・アンバラージュ社に参加することによって包装廃棄物の自己回収やデポジ
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ット制度への参加 などの義務 を免除している(図3)。 しか し以下の点にデュ

アル ・システムとの相違がある。

1.デ ュァル・システムはDSD社 と自治体の回収システムが併存 しているが,

フランスの回収 システムは,自 治体が包装廃棄物を含むすべての一般廃棄物

を回収し,そ の費用をエ コ ・アンバラージュ社が間接的に負担 している。エ

コ ・アンバラージュ社は回収 ・分別された包装廃棄物 を引 き取 り再生業者に

委託処理をさせる。

2.プ ラスチ ックゴミなどの焼却によって熱エネルギーを回収するサーマル ・

リサイクルを認めている。

3.家 庭か ら排出される包装廃棄物のみを当面の回収対象にしている。

これらのことから,フ ランスの回収システムは自治体の回収システムを活用

することによって,企 業に間接的に廃棄物回収の費用 を負担させているといえ

る。

素材

エ コ ・ア ン

バラー ジュ社

廃棄

図3エ コ ・ア ンバ ラー ジ ュ(フ ラ ンス)[8]

3.1.4日 本の容器包装リサイクル法

日本においては,ヨ ーロッパの包装廃棄物回収システムの影響を受けて,1995

年6月 に 「容器包装に係 る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容 器
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包装 リサイクル法)」 が制定されている。 これは今まで自治体が処理の責任を

負ってきた一般廃棄物の中の分別基準適合物(缶,ビ ン,ペ ットボ トルなど7

品目)を 消費者,事 業者,自 治体がそれぞれの責任で処理することを明確にし

た法律である。 この法律での責任 とは,消 費者については分別 して排 出に協力

する責任,自 治体 については分別収集する責任,事 業者は分別基準適合物を再

商品化する責任 をそれぞれ負 うことである。この法律の基づ く容器包装廃棄物

回収 システムは次のようである[8](図4)。

1.容 器包装廃棄物の分別収集は自治体に義務づけられている。

2.自 治体が回収 した一般廃棄物の中で,省 令の定める基準に適合 したものを

分別基準適合物 として指定された施設に保管する。

3.企 業(特 定容器利用事業者,特 定容器製造事業者,特 定包装利用事業者)

は分別基準適合物の再商品化 とその利用が義務づけ られている。

4.企 業が指定法人に再商品化を委託 したとき,再 商品化 したものとして再商

品化の義務は免除される。

すなわち,自 治体が回収保管 している分別基準に合致する容器包装廃棄物を

指定業者に引 き取 らせ再商品化するシステムであるといえる。

再生業者

再
生
資
源

1

←

委 ▲
託

指定法人
レ

委託料

ム

委託料

→
素材

製 造 業 )

製品

流 通 業 ㍊

包装廃棄物

消費者

包
装
廃
棄
物

廃棄物

自治体

廃棄

(包装材を除く)

図4容 器包装廃棄物回収システム(日 本)[8]
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2001年 に施行予定の 「家電 リサイクル法」は,消 費者が家庭電化製品(家 電)

を廃棄するときに廃棄費用を負担 し,販 売店が消費者から,メ ーカーが販売店

か ら廃棄された家電 を回収するリサイクル方式をとってお り,メ ーカーは回収

した家電を分解 ・破砕 して鉄,ア ル ミ,銅 などを取 り出し,こ れを自社の製品

に再使用 した り原材料市場で売却 した りする。対象 となる家電は,当 面はテレ

ビ,冷 蔵庫,洗 濯機 エアコンの4品 目で,通 商産業省の補助事業 として(財)

家電製品協会が1995年 か ら1998年 にわたって廃家電品一貫処理 リサイクルシス

テムの構築を行ってお り,1998年 茨城県那珂郡に家電 リサクル実証プラントを

稼働 させている。 この実証プラントは年間約15万 台,全 国発生量の約1%の

処理能力を持 っている[9]。

3.2リ サイクル ・システムの問題点と課題

前節で,一 般廃棄物のリサイクル ・システムを概括 したが,リ サイクル ・シ

ステムを構築する際の課題を検討するために,本 節では前節で取 り上げたリサ

イクル ・システムの問題点を明確 にする。

(1)リ デンプション ・システムの問題点 リデ ンプション ・システムの預託

一払い戻 し制度を課税 一補助金 システムとして解釈するとき,こ の課税は容

器廃棄物がもたらす外部不経済を内部化す るものであるといえる。しか しな

が ら,リ サイクル ・センターを増やせば消費者の不便は低下するが,シ ステ

ムの総費用は増加する。逆に,リ サイクル ・セ ンターを減 らせばシステムの

総費用は低下するが消費者の不便は増加する。 さらに,容 器廃棄物が回収

されなければ預託金は事業者に所得化 されることにな り,そ の預託金の最適

な額(課 税額)の 算定が困難である。また包装廃棄物 を再使用するためには

包装材の規格化 ・標準化を必要とする,な どの問題点が指摘 されている[7]。

(2)デ ュアル ・システムの問題点[8]デ ュアル ・システムは ドイツ国内だ

けでな く近隣 ヨーロッパ諸国に影響を及ぼしなが ら急速に普及 しつつある。

このシステムは,「緑の点」 さえ付ければ企業は包装廃 棄物を回収 ・再生す

る義務を免れることができるので,包 装材削減のインセンティブは低 くな り

包装廃棄物の減量効果 も低下する。 また,「緑の点」は環境の保全度 を示す
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エコ ・ラベルではな く,回 収 ・再生の保証マークであるために使い捨て型容

器の普及を黙認 していることになる。この 「緑の点」のライセ ンス料金は,

環境負担度を十分反映 したものでないので,環 境負担度の高い容器の使用を

黙認 しているといえる。 したがって,企 業に与える包装材の材質改善のため

のインセンティブは低いといえる。デュアル ・システムは 「緑の点」が付い

たすべての包装廃棄物 を回収 ・再生する能力がないため不法投棄が発生する

と指摘 されている。デポジット制度への参加義務づけはデュアル ・システム

へ参加することによって免除されるので,デ ポジット制を採用 している企業

もデュアル ・システムに参加することによって容器を使い捨て型容器に切 り

替える可能性がある。デュアル ・システムを運営するためのライセンス料金

は製品価格に上乗せ されているので,デ ュアル ・システムが普及 していない

地域では,消 費者は自治体の処理費も負担することになり,二 重の負担 をし

ていることになる。

(3)容 器包装廃棄物回収 システムの問題点[8]日 本の容器包装 リサイクル

法に基づ く容器包装廃棄物回収システムは,一 般廃i棄物だけを対象にしてお

り,産 業廃棄物を対象 にしていない。そ して,自 治体が一般廃棄物の中の容

器包装廃棄物 を分別 し回収 しているので,分 別回収費用に対する事業者の負

担が免除されているといえる。回収された容器包装廃棄物が事実上無償で業

者 に引 き渡 されてお り,こ こでも事業者負担の軽減措置が行われているとい

える。自治体が保管 している容器包装廃棄物は景気の変動によっては事業者

に引き渡されないで再商品化(再 生資源化)さ れずに廃棄 される可能性があ

る。したがって,自 治体の廃棄物処理費用が増大 し,こ れが地方税に転嫁 さ

れて地域住民が負担することになる。また,事 業者負担が意識的に軽減 され

ているので,容 器包装削減のインセンティブが働かない可能性がある。

ここまでに明確 にしてきた問題点に基づいてリサイクル ・システムを構築す

る際の課題を考察すると以下の項 目が考え られる。

(1)デ ポジット制度では消費者が空容器をリサイクル ・センターの持ち込むの

であるが,そ こで消費者に支払われる払戻金の額が空容器を持ち込む という
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行為に対する対価 として適当であるかを検討する必要がある。デュアル ・シ

ステムでは回収のための専用容器が消費者に配布 されているので,リ サイク

ル ・セ ンターは消費者の間近にあるといえ,空 容器 をリサイクル ・センター

に持ち込む という行為のインセンティブは高 くなる。しか し,専 用容器の回

収は ドイチェランド社が行 うのでその回収費用は高 くなり,ド イチェランド

社の運営に影響 を与えることになると考 えられる。

(2)デ ュアル ・システムでは ドイチェランド社に参加することによって空容器

の無料回収,再 使用 ・再生利用の義務 とデポジット制度の導入義務を免除し

ている。このような 「義務免除」を規定すると廃棄物削減や原材料の削減 ・

改善のインセ ンティブを与えないことになる。 日本の容器包装廃器物回収シ

ステムも,自 治体が容器包装廃棄物を分別 ・回収 してお り,こ れによって事

業者の負担が軽減 されているので,デ ュアル ・システムと同様にインセンテ

ィブは低 くなる。回収 リサイクル ・システムはこのようなインセンティブを

与えるものにしなければならない。

(3)汚 染者負担の原則を徹底 して外部不経済を内部化 し,フ リーライ ド(た だ

乗 り,freeride)を 許さないシステムの構築が必要である。すなわち,預

託金あるいはライセンス料を製品の環境負荷度や再生処理費用などに応 じて

的確に設定 し,そ の総額を生産量に応 じて正確に徴収する必要がある。

(4)容 器包装廃棄物の分別回収 と再使用 ・再生利用を市場原理に委ねると,景

気の動向によっては回収された容器包装廃棄物がそのまま廃棄 される可能性

がある。景気の動向に影響 されずに回収 された容器包装材を確実 に再使用 ・

再生利用 させるためには,あ る程度の行政の介入が必要 となる。したがって,

回収システムは,政 府 ・自治体のコントロールが可能な複雑でないシステム

にする必要がある。
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4.循 環型産業システムの経済的手法

4.1循 環型産業システムの構造

本論文では図5に 示す構造を持つ循環型産業システム[10]を 対象にす る。生

産系企業は自然界(地 球環境)よ り天然資源を採取 して素材 を製造する。たと

えば,鉄 鋼石を精製 して鉄を製造 し,あ るいは石油か ら重油や軽油,ナ フサな

どを生産す る。これらは製品製造の素材となりうるものである。これらの素材

を用いて部品の加工 ・組立を行い,最 終的には消費者が購入する製品を組み立

てる。製品は流通業者 を経て消費者が購入する。購入された製品は消費者 によ

って使用 ・消費され,最 終的には廃棄製品 となる。

廃棄製品は自然界へ投棄されれば,環 境汚染 とな り,そ の処理には政府 ・自

治体 などの資金,す なわち税金によって行われるので,処 理に要する費用は消

費者が負担す ることになる。廃棄製品が流通業者によって回収 され還元系企業

に送られると,還 元系企業では廃棄製品の分別を行う。分別後,そ のまま使用

できる廃棄製品は再生製品(中 古品)と して,使 用できない廃棄製品は分解 さ

れ再利用で きる部品を取 り出 し再生部品とする。再利用で きない部品は破砕 さ
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図5循 環型産業システムの基本図[10]
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れ再生原材料,あ るいは熱エネルーギー源として再利用で きるようにする。再

生製品は必要であれば生産系企業から修理用の部品の供給を受け,修 理をした

後に再生製品市場 に投入 される。再生部品と再生原材料は生産系企業に部品あ

るいは素材 として原材料市場 に投入される。

4.2還 元系企業の利益構造

製品の原価は,一 般的には直接材料費,直 接労務費,直 接経費からなる製造

直接費と間接材料費,間 接労務費,間 接経費か らなる製造間接費によって構成

される。これに営業費(一 般管理費と販売費)を 加算 した総原価,さ らに利益

を加えて販売価格が形成される。生産系企業では部品を加工 しこれを組み立て

て製品とするので,製 品の製造原価は構成部品の原価の和 と生産数量 との積に

よって計算される。還元系企業では,直 接材料費以外の項 目は生産系企業 と同

様で,廃 棄製品の買取価格が直接材料費に相当する。素材 として購入 された廃

棄製品は,そ のまま使用できるもの,あ るいは修理をして使用で きるものは再

使用可能な製品 としてリサイクル市場に投入 される。そうでない廃棄製品は分

解 され使用可能な部品を取 り出し,状 態によっては修理 し再使用部品として,

使用不可能な部品は破砕 され原材料 として原材料市場の投入 される。廃棄製品

が分解され再使用部品や再生原材料に変換されると,直 接材料費である買取価

格 はこれらの再使用部品や再生原材料に適切な方法で配賦される。

一般的には総原価は(固 定費+変 動費 ×生産数量)で 計算 される。 さらにこ

こでの固定費は製造間接費と販売費の生産数量 とは独立 した部分,お よび一般

管理費か らな り,変 動費は直接材料費と直接労務費,お よび製造間接費 と販売

費の生産数量に比例する部分か らなる。先に述べたように還元系企業では直接

材料費は廃棄製品の買取価格であり,こ れが低価格であれば還元系企業の損益

分岐点は低 くな り,リ サイクルされる製品 ・部品 ・原材料の生産量が少なくて

も還元系企業は利益を上げることができる。他方,直 接材料費(廃 棄製品の買

取価格)が 高ければ,損 益分岐点は高くなり,還 元系企業は大量のリサイクル

製品 ・部品 ・原材料を生産しなければ利益を上げることがで きない。

一方
,リ サイクル部品 ・原材料は天然資源より生産された天然原材料 と市場
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で競争することになる。生産系企業はリサイクル部品 ・原材料を用いるよりも

天然原材料 を用いたほうが製品を安 く造ることができるのであれば天然原材料

を購入 し,リ サイクル部品 ・原材料 を購入 しないであろう。この逆の場合 は,

リサイクル部品 ・原材料を購入する。したがって還元系企業が利益 を得るのは,

生産系企業がリサイクル部品 ・原材料を購入 し,そ の需要量が還元系企業の損

益分岐点 より多い場合である。 リサイクル部品 ・原材料を生産系企業が購入す

るようにするためには,還 元系企業の直接材料費を低 く設定し,場 合によって

は逆有償にしなければならない。逆有償になると,使 用済み製品は廃棄製品市

場に投入されることが少な く,自 然界に不法投棄 される可能性が大 きくなる。

4.3課 徴金一補償システム

前節で検討 したように逆有償に起因する不法投棄を防ぎ廃棄製品のリサイク

ルを促進するために,本 論文では生産系企業に対 して地方 自治体などの行政が

法令などによってリサイクル部品 ・原材料の使用率 を定め,還 元系企業が常に

利益 を得るように補償金を支払う課徴金一補償 システムを考える(図6)。

この補償金は,製 品を廃棄する消費者に課す税金としての製品課徴金 を製品

価格に上乗せ して製品を販売することによって賄われる。行政はこの課徴金を

生産系企業 より回収 して還元系企業が利益を得るように補償 し,廃 棄製品市場

における廃棄製品の買取価格を維持 させるようにする。このようにすることに
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よって消費者が支払った課徴金の一部 または全部が廃棄製品の買取価格 として

消費者に還元 されるので,廃 棄製品をリサイクルするインセンティブを消費者

に与えることになる。消費者が廃棄製品をリサイクルせずに投棄 した場合,課

徴金は投棄 した行為に対する課税となる。行政はその処理費用に課徴金を充当

することにより,新 たな財政負担を軽減することができる。

一方,天 然原材料 に対するリサイクル部品 ・原材料の原材料市場での優位 を

確保するためには天然原材料 を用いている製品への課税 とリサイクル部品 ・原

材料を用いている製品への優遇税制,例 えば減税のような助成措置をとる。前

述 したように製品価格 に課徴金が上乗せされているために実際の販売価格は製

品価格 より高 く設定される。 しかしなが ら,リ サイクル部品 ・原材料 を用いる

と減税などの優遇税制が適用 されるので,製 品の販売価格 を低 く設定すること

がで きる。したがって,生 産系企業に製品市場での競争優位 を確保するために

もリサイクル部品 ・原材料を利用するインセンティブが働 き,結 果 として廃棄

製品か ら出される廃棄物の減量がはかられ,ま た天然原材料の使用を抑制する

ことができる。

この課徴金一補償 システムは,廃 棄製品の処理費用は製品の最終使用者であ

る消費者が製品課徴金の形で負担 している。生産系企業は処理費用を負担 して

いないので,外 部不経済 を内部化 していないとみることができる。 しかしなが

ら課徴金が製品価格に上乗せされ,ま た天然原材料の使用による課税によって

販売価格が高 く設定されるので,そ の結果 として製品の市場占有率を下げる可

能性がある。生産系企業は市場占有率を確保するためにもリサイクル部品 ・原

材料 を利用 して天然原材料の使用を少な くし,製 品の販売価格 を引 き下げよう

とする。またリサイクル部品 ・原材料を利用することによって廃棄物が減少 し,

廃棄物の処理費用も減少する。このことより,提 案しているシステムは外部不

経済を内部化 させるのと同様の効果をもた らす といえる。

課徴金 一補償 システムでは,天 然原材料使用に対する課税額 とリサイクル部

品 ・原材料利用に対する減税額,お よび課徴金の額を行政が決定するので,行

政がこのシステムをコントロールする事が可能 とな り,廃 棄製品の回収 ・処理
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は還元系企業が行うので回収 システムは複雑にはならない。課税額,減 税額,

課徴金の額を適切に設定す る方法が今後の検討課題 となる。

5.結 論

本論文では高度な リサイクル社会を実現するための循環型産業 システムに関

する経済的手法について考察を行った。そのために,現 在実施 されている一般

廃棄物 を対象にしたリサイクル ・システムを取 り上げ,す でに指摘 されている

問題点 を示 し,指 摘 された問題点か ら循環型産業システムを構築するうえでの

課題 を明らかにした。この課題を解決するために還元系企業の利益構造を分析

して,廃 棄製品のリサイクル ・システムを成 り立たせ るために考慮すべ き事項

を明確 にし,こ のシステムを実現させるための課徴金一補償システムを考察 し

た。
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